
未整備森林緊急公的整備導入モデル事業（拡充）
（森林整備の推進）

＜森林・林業・木材産業づくり交付金＞

【平成20年度概算決定額 2,169,024（1,971,050）千円】

事業のポイント
森林所有者による自主的整備が進まず放置されている森林を「美しい森

林」へ誘導するため、所有者に代わって整備を行う実施主体の負担軽減の

手法を地域の実情に応じて構築するためのモデル的な取組を推進します。

（未整備森林対策の背景等）

・ 木材価格の低迷等から間伐等が行われず整備遅れとなっている森林が顕在化。今

後、台風等の来襲を受ければ、風倒被害等が発生するおそれ

・ しかし、このような森林の所有者は自己負担して整備を実施する意欲が減退

・ このため、所有者に代わって都道府県等の実施主体が間伐等の施業を実施するとと

もに、伐採木の処分を実施主体に委ねるなど実施主体の負担を軽減する手法を検討す

ることが必要

政策目標
未整備森林における低コストで効率的な整備手法の確立

＜内容＞

未整備森林対策のモデル的な取組の推進

森林所有者による自主的な整備が進まずに放置され脆弱かつ不安定な状況と

なっている森林等を対象に、当該森林を適切な状態に保つために必要な間伐等の

施業を実施します。

このような取組に着手する上で必要な当該森林所有者の確認・同意の取り付

け等の条件整備も実施します。

＜交付率＞

定額

＜事業実施主体＞

都道府県、市町村、森林整備法人等

＜事業実施期間＞

平成２０年度（１年間）

［担当課：林野庁整備課］


